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備考

食品安全委員会は、食品安全基本法第23条第2項の規定に基づき、関係大臣による
諮問のほか自ら健康影響評価を行うこととされており、食品安全委員会が自ら行う
評価（以下「自ら評価」という。）の案件候補を検討し、自ら評価を実施するも
の、情報提供を行うもの等を選定している。
平成２３年１１月２１日に開催された企画等専門調査会において、平成２４年度の
自ら評価の案件候補の選定について議論したところ、いわゆる健康食品素材として
扱われている物質が自ら評価案件の候補として数多く提案され、健康食品に対する
国民の関心の高さが改めて浮き彫りとなり、健康食品に関する情報提供の必要性に
ついても言及されたところである。
我が国においては、関係機関による健康食品の情報提供が行われているが、食品安
全委員会としても、その安全性に係る情報提供の観点から、根拠となるデータ、評
価手法を含め、知見を集積する必要がある。
このため、健康食品について諸外国の安全性を評価する仕組みの詳細、評価結果等
に基づき公表している安全情報を収集・整理するとともに、我が国の取組みとの比
較及び諸外国の仕組みの分析を行うものである。
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